
障害者雇用対策の充実強化に向けた検討について 

 

 改正障害者雇用促進法については本年４月から全面施行されたところであるが、労働

政策審議会意見書や国会審議の際の附帯決議等を踏まえ、次期制度改正に向けて、障害

者雇用対策の充実強化についての検討を行うため、７月下旬から以下の３つの研究会を

開催することとした。 

 各研究会においては、それぞれ平成19年夏頃を目途に報告書をとりまとめる方向で、

検討を進めることとしている。 
 

○ 多様な雇用形態等に対応する障害者雇用率制度の在り方に関する研究会 

  

主 な 検 討 事 項: (1) 障害者の短時間労働について 

 (2) 障害者の派遣労働について 
 

座 長: 岩村 正彦 東京大学大学院教授 
 

第 １ 回 開 催 日: ７月２８日（金） 

 

○ 中小企業における障害者の雇用の促進に関する研究会          

主 な 検 討 事 項： (1) 中小企業に対する雇用支援策の強化 

 (2) 中小企業における経済的負担の調整の実施 
 

座 長: 今野 浩一郎 学習院大学経済学部教授 
 

第 １ 回 開 催 日： ７月２５日（火） 

 

○ 福祉、教育等との連携による障害者の就労支援の推進に関する研究会   

(1) 福祉、教育等との連携による就労支援の効果的な実施 主 な 検 討 事 項： 

(2) 就労支援機関の今後の在り方  

 (3) 就労支援を担う人材の分野横断的な養成及び確保 
 (4) 職業リハビリテーションの体系の整理 

 

座 長: 松矢 勝宏  目白大学人間社会学部教授 
 

第 １ 回 開 催 日： ７月３１日（月） 
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多様な雇用形態等に対応する障害者雇用率制度の

在り方に関する研究会論点整理

（平成１９年２月６日提出資料より）

１ 総論

① 働き方が多様化している状況の下において、多様な働き方のなかで、障害者の雇

用機会を確保していくことについて、考えていく必要があるのではないか。

② 障害者にとって、多様な働き方が福祉的就労から一般雇用へ移行していくための

段階的な働き方として有効と考えるか。

③ 障害者の職業的自立という観点から、多様な働き方はどのように評価すべきか。

２ 障害者の短時間労働について

① 短時間労働者の雇用全体に占める割合が高まっており、かつ、障害者の短時間

労働者も増加しているなか、障害者雇用における短時間労働の位置づけについて、

考えていく必要があるのではないか。

② 障害特性や加齢によって生じる問題を踏まえると、短時間労働は、障害者の働き

方の選択肢の１つとして、有効な面があるのではないか。

③ 障害者にとって、短時間労働が福祉的就労から一般雇用へ移行していくための段

階的な働き方として有効と考えるか。

④ 障害者の職業的自立という観点から、短時間労働はどのように評価すべきか。

多様な働き方について、障害者雇用対策においてどのように位置づけ、どのよう

に評価すべきか。

（論点１）

短時間労働について、障害者雇用対策においてどのように位置づけ、どのように

評価すべきか。
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① 短時間労働者の雇用全体に占める割合が高まっているなかで、短時間労働にお

いても、社会連帯の理念に基づき、障害者の雇用機会を確保する必要があるのでは

ないか。

② 短時間労働についても、障害者の雇用義務の対象とすべきかどうか。具体的に

は、短時間労働者を雇用労働者数に算定するとともに、障害者の短時間労働者を雇

用障害者数に算定することについてどのように考えるか。

③ 短時間労働者を雇用労働者数及び雇用障害者数に算定することとした場合、算

定する人数の評価についてどのように考えるか。例えば、雇用労働者数には、短時

間労働者数を ． カウントとして、雇用障害者数には、障害者である短時間労働者0 5

数に ． カウント（重度身体障害者及び重度知的障害者の場合は１カウント）として0 5

算定することについてどのように考えるか。

④ 短時間労働者を雇用労働者数に算定しないまま、短時間労働である障害者を雇

用障害者数に算定することは考えられるか。

３ 障害者の派遣労働について

（論点２）

障害者の短時間労働（週 時間以上 時間未満）を障害者雇用率制度の対象20 30

とすることについて、どのように考えるか。

（論点３）

障害者の短時間労働について雇用義務制度の対象とする場合、円滑な移行の

ための一定期間の経過措置を講ずるべきかどうか。また、経過措置を講ずる場合、

どのような方法が考えられるか。

（論点１）

派遣労働について、障害者雇用対策においてどのように位置づけ、どのように評

価すべきか。
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① 派遣労働者の雇用全体に占める割合が高まっているなかで、派遣労働者としての

障害者の雇用状況について、どのように評価すべきか。

② 障害者の多様な働き方の選択肢として、派遣労働は、障害者の雇用機会の確保

の観点から、どのように評価すべきか。また、その場合に、障害者が職場定着に相

当の配慮や時間を要することについて、どのように考えるか。

③ 障害者の派遣労働について、派遣元事業主が支援の態勢を整備し、継続的に支

援を行うとすれば、労働者派遣を通じた障害者の雇用機会の確保につながる面があ

るのではないか。

④ 派遣元事業主の労働力需給調整機能に着目すれば、派遣労働が福祉的就労か

ら一般雇用へ移行していくための段階的な働き方として有効と考えるか。

① 障害者が派遣労働で安心して働けるようにするためには、派遣元事業主は雇用関

係に基づき、支援態勢を整え、必要な支援を充実させる必要があると考えるがどう

か。また、その場合、必要な支援とはどのようなものが考えられるか。

② 雇用関係と指揮命令関係が分離しているという派遣労働の特徴を踏まえ、指揮命

令関係が派遣先にあることにより、障害者雇用という観点から派遣先において配慮す

べき事項はあるかどうか。あるとすればどのような事項について配慮すべきか。

③ 派遣労働者が配慮を必要とする障害者であるかどうかについて、派遣元事業主が

派遣先に対して伝えることにより、派遣先においても当該配慮事項を把握できるように

しておく必要があるのではないか。

① 働く場所が派遣先であることを考慮し、派遣先が障害者が働きやすいように施設及

び設備を整備する場合に、支援策を設けることについてどのように考えるか。

② 派遣先において、障害者が職場に適応するために必要な人員を配置する等した場

合に、支援策を設けることについてどのように考えるか。

（論点２）

障害者が派遣労働で安心して働けるようにするために、派遣元事業主と派遣先

の役割分担をどのように考えるべきか。

（論点３）

障害者である派遣労働者を派遣先が円滑に受け入れるために、派遣先の取り

組みを支援する施策が必要と考えるがどうか。
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① 派遣労働者及び障害者である派遣労働者を派遣先の雇用労働者数や雇用障害者

数に算定することとした場合、派遣元事業主の雇用責任を前提とした現行の障害者

雇用率制度の考え方との関係を整理する必要があると考えるがどうか。

② 派遣労働者及び障害者である派遣労働者を派遣先の雇用労働者数や雇用障害者

数に算定することとした場合、別紙のとおり、いくつかの案が考えられるが、どの案が

適当か。

③ 派遣先において、障害者雇用率の算定対象とすることとした場合、算定方法及び時

点についてどのように考えるか。

４ 障害者の紹介予定派遣について

① 障害者の雇用促進の観点から、派遣先での雇用に移行する可能性のある紹介予

定派遣は有効ではないか。

② 障害者及び派遣先にとって、一定期間の派遣労働を通じて雇用に移行していく紹介

予定派遣は、不安感の解消等の観点から有効ではないか。

（論点４）

労働者派遣事業にかかる障害者雇用率制度の適用について、現在は、派遣元

事業主に算定され、派遣先には算定しないこととなっているが、現状のままでよいと

考えるか。派遣元事業主及び派遣先双方において、算定することとすべきかどうか。

（論点１）

障害者の紹介予定派遣について、障害者の雇用促進の観点から、派遣元事業

主の有する労働力需給調整機能をどのように評価すべきか。

（論点２）

障害者の紹介予定派遣が有効に機能するために、派遣元事業主において支援体

制や相談体制が十分に整備される必要があるのではないか。


